
鳥取県・岡山県共同アンテナショップビジネスセンター利用要綱  
 

 

第１章 施設設置内容及び利用対象者 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、鳥取県・岡山県共同アンテナショップビジネスセンター（以下「センター」
という。）の利用について必要な事項を定めるものとする。 

 
（設置目的） 
第２条 首都圏における営業（販路拡大、受注開拓等）、情報収集等の活動を行う者に対して、
首都圏進出のための足掛かりとして拠点となる施設を提供することにより、その活動を支援す
ることを目的とする。 

 

（設置場所） 

第３条 センターは、東京都港区新橋一丁目１１番７号新橋センタープレイスビル２階に設置す
る。 

 
（利用対象施設・設備） 
第４条  利用対象施設及び設備は次の表のとおりとする。 

施 設 名 設 備 内 容 

 
レンタルブース(１区画３．３平方メー
トル×１６ブース） 
 
 

 
机、椅子、デスクサイドワゴン、電話回線※、
ファクシミリ回線※、インターネット回線(光ケ
ーブル）※、専用ロッカー、照明器具（各１）
等 
 

 

ミーティングルーム（９．０平方メート
ル） 

 

接客テーブル（１）、椅子（６）等 

 

 
共用設備 
 

 
複写機、給湯設備、冷蔵庫等 
 

 ※各ブースで使用する電話、ファクシミリ等については、各利用者において通信事業者と契約
の上、必要な設備を設置すること。 

 
（利用形態）  
第５条 センターを利用できる場合は、次の場合とする。 
（１）レンタルブース 

次の区分により、首都圏における営業、情報収集等の活動拠点として利用する場合 

ア 長期利用 １月を単位とし、１月以上継続して利用する場合 

イ 短期利用 原則として１時間を単位とし、１月未満で利用する場合 
（２）ミーティングルーム 

商談、打合せ、応接等の場として利用する場合 
 
（利用対象者） 
第６条 センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。 
（１）レンタルブース(長期利用） 

前条第１号アに定める長期利用（以下単に「長期利用」という。）ができる者は、長期利
用を認めることが適当な者として鳥取県知事又は岡山県知事が認める者であって、鳥取県・
岡山県共同アンテナショップ運営協議会会長（以下「会長」という。）が長期利用を承認し
たもの（以下「長期利用者」という。）とする。 

(２）レンタルブース（短期利用）及びミーティングルーム 

ア レンタルブースの利用は長期利用を原則とする。ただし、レンタルブースに空きがあ



る場合に限り、前条第１号イに規定する短期利用（以下単に「短期利用」という。）が
できるものとする。 

イ 短期利用の場合のレンタルブース利用者及びミーティングルーム利用者は、鳥取県内
又は岡山県内に事業所を有する企業、各種団体等とする。 

 
 (利用料金） 
第７条  施設又は設備の利用料金及び実費負担する費用（以下｢利用料金等｣という。）は、次の
表のとおりとする。ただし、金額欄記載の金額は消費税及び地方消費税を含むものとする。 

区   分 金  額 

 レンタルブース(長期利用) １月につき  ６４，８００円 

 レンタルブース(短期利用) 
１時間につき    ４３２円 
１日につき   ３，２４０円 

 共用設備のうち、複写機利用料金 

 
            実  費          
 

 
 ミーティングルーム 
 

 
            無  料          
 

２ 前項の利用料金が、センターの所在する物件に係る賃料の改定その他の諸事情により不相応
となった場合には、鳥取県・岡山県共同アンテナショップ運営協議会（以下「協議会」という。）
は利用料金の改定をすることができるものとする。 

 
（利用料金等の支払期限） 
第８条 利用料金等の支払期限は、次の表のとおりとし、協議会が発行する請求書により支払う
ものとする。 

 

区  分 支払対象 支 払 期 限 

レンタルブース（長期利用）
の利用料金 

1月,4月,7月,10月を始
まりとする各四半期分 

各四半期の最初の利用月
の末日まで 

 上記以外の利用料金等 
１月分又は１月未満の

 利用分 
各利用月の翌々月の末日
まで 

 
２ 前項の規定にかかわらず、長期利用者は、レンタルブース(長期利用）に係る第 11 条に規定
する利用契約書に記載する利用期間の利用料金の全額を最初の利用月に一括して支払うこと
ができる。 

 
 （利用時間等） 
第９条 センターの開所日は、年末年始（１２月３１日から翌年１月３日までの期間をいう。）
以外の日とする。 

２ センターの利用時間は、原則として午前９時３０分から午後６時１５分までとする。 

３ センターの冷暖房設備の運用については、前２項の開所日及び利用時間に準ずるものとする。 
４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、長期利用者及び特に会長が承認した者は、第１項の
開所日以外の日及び第２項の利用時間以外の時間においてもセンターを利用することができ
る。 

 
第２章 長期ブースの利用 
 

（長期ブース利用申請） 

第１０条 長期利用で利用するレンタルブース（以下この章において｢長期ブース｣という。）
の利用を希望する者は、様式第１号による利用申請書を原則として利用開始日の６０日前
までに会長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請は、利用開始しようとする月の１年前の月から申請することができる。 



３ 利用申請書は、申請者の主たる事務所の所在する県を経由して提出するものとする。 
（長期ブース利用承認及び利用契約締結） 

第１１条 鳥取県知事又は岡山県知事は、前条第１項の規定により提出された申請内容を審査
し、長期ブースの利用の承認の可否を決定する。 

２ 鳥取県知事又は岡山県知事は、申請を受け付けた日から３０日以内に承認又は不承認につ
いて会長に文書で内申する。 
３ 会長は、前項の内申を受けたときは直ちに承認又は不承認を決定し、申請者に文書で通
知する。 

４ 前項の規定により承認の通知を受けた申請者は、速やかに様式第２号による利用契約を
締結するものとする。 

 

（長期ブースの利用期間） 

第１２条 長期ブースの承認期間は、利用開始の日から当該利用開始の日の属する年度の末
日までとする。ただし、当該期間の満了の日の翌日から１年を超えない範囲内で延長する
ことができるものとし、以後も同様とする。 

２ 前項の期間の延長は、利用開始の日から３６か月間を限度として行う。ただし、過去に
長期利用したことがある者については、通算して３６か月を限度とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、レンタルブースに空きがある場合には、３６か月を超えて利
用することができるものとする。 

４ 前項の場合において、新たに長期ブースの利用を希望する者に対して、利用可能なレン
タルブースが無い場合は、会長は内申をした知事に協議した上で、前項の規定により３６
か月を超えて利用している者に対して退去の申入れをするものとする。なお、３６か月を
超えて利用している者が複数いる場合は、利用期間が最も長い者（利用開始日が同一の者
が複数ある場合は、くじ引きによって決定する。）に退去の申入れを行うものとする。  

５ 退去の申入れを受けた者は、原則として申入れの日から３０日以内に長期利用を終了し、
退去しなければならない。ただし、やむを得ない事由により会長が必要と認める場合には、
この期間を猶予することができる。 

６ 前２項の規定による退去において、退去費用及びそれに付帯する経費は退去の申入れを
受けた者が負担するものとする。 

 

（長期ブースの利用承認の延長手続） 

第１３条 前条第１項又は第３項の規定による承認期間の延長を希望する場合は、様式第３
号による利用延長申請書を承認満了日の３０日前までに会長に提出しなければならない。 

２ 前項の利用延長申請の承認手続については、第１０条第３項及び第１１条第１項から第
３項の規定を準用する。 

３ 前項の承認に伴う契約については、第１１条第４項の規定を準用する。 
 

（利用承認の取消し等） 

第１４条 会長は、長期利用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、内申をした知事
に協議した上で、利用承認を取り消し、利用契約の解除を行うことができる。 

（１）この要綱及び利用契約、関係する法令、規程等に違反したとき。 

（２）利用承認を受けた利用目的以外の目的で利用し、又はそのおそれのあるとき。 

（３）詐欺その他不正の行為により利用承認を受けたとき。 

２ 前項に定める場合のほか、センターが所在する物件に係る定期建物賃貸借契約が解除に
なった場合には、会長は、利用者に対して利用の承認の取消しを通知するものとする。こ
の場合において、利用者は会長が指定する日までに退去しなければならない。 

  
（利用中止の届出） 
第１５条 長期利用者は、利用者側の事由により期間の満了前に利用を中止する場合は、中止し
ようとする月の前々月末日までに様式第４号の利用中止事前届出書により申し出るものとす
る。 

２ 前項による届出を行った場合、長期利用者が既に納付した利用料金のうち、未利用日に係る
利用料金については、退去日の確定後に返還するものとし、返還額は、未利用日のうち、月単
位の利用料については第７条に定める利用料金全額とし、１月未満の利用料金については、日



割計算により算出した額（１円未満の端数は切捨）とする。 
 
第３章 短期ブース及びミーティングルームの利用 
 
（会員登録） 
第１６条  短期利用で利用するレンタルブース（以下この章において｢短期ブース｣という。）及
びミーティングルームの利用を希望する者は、様式第５号の短期利用会員登録申請書により予
め会員登録を行うものとする。ただし、長期利用者がミーティングルームの利用を希望する場
合は、会員登録を行う必要はない。 

２ 会長は、前項の規定により提出された申請内容を審査し、次のいずれかに該当する場合
を除き、登録の可否の決定を行うものとする。 

（１）第６条第２号の要件を満たしていない場合 

（２）利用を承認することにより、センターの適正な運営ができないと認められる場合 
３ 前項の決定を行うに当たっては、会長は、鳥取県知事又は岡山県知事に意見を求めるこ
とができる。 

４  会員登録の費用は無料とし、登録有効期間は３年とする。ただし、申請内容に変更が生じた
場合には、会員登録を行った者は、必要に応じて登録事項の修正の届出を行うものとする。 

 
（利用申込） 
第１７条  短期ブース及びミーティングルームを利用しようとする者は、前条の規定による登録
をした後、利用希望日の当日までに様式第６号の利用申込書（短期ブース）又は様式第７号の
ミーティングルーム利用申込書を会長に提出しなければならない。 

２ 長期利用者がミーティングルームの利用を希望する場合は、利用希望日の当日までに様式第
７号のミーティングルーム利用申込書を会長に提出しなければならない。 

３  前項の申込みは、利用希望日の属する月の６月前の月の初日から受け付けるものとし、利用
希望日が重複する場合は、受付日の早いものを優先して利用の可否を決定する。 

４ ミーティングルームの利用については、１月当たり５日を超えない範囲で申し込むことがで
きるものとする。ただし、利用希望日の７日前（当該日がセンターの閉所日に当たる場合は直
前の開所日とする。）において、なお予約状況に空きがある場合には、５日を超えて利用申込
みができるものとする。 

 
（利用の可否の通知） 
第１８条 会長は、前条の規定による利用申込みに対する受付の可否を利用を申し込んだ者に対
し、書面で通知する。 

   
（利用予定の変更等） 
第１９条 利用者は、利用者側の事由により利用の予定を変更又は中止する場合は、速やかにそ
の旨を連絡しなければならない。 

 
（利用者の心得） 
第２０条 利用者は、短期ブース及びミーティングルームの利用に当たっては、この要綱及び会
長又は会長が指名する者の指示等に従い、他の利用者の迷惑になることのないよう最善の配慮
をしなければならない。 

２ 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。 
（１）本来の利用目的以外に使用しないこと。 
（２）使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。 

（３）使用終了時には、原状回復すること。 
 
（利用停止の指示） 
第２１条 会長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、利用承認又は会員
登録を取り消し、利用を停止することができる。 

（１）前条第２項各号のいずれかに違反していると認められたとき 
（２）利用申込書の内容が事実と相違していることが判明したとき 
２ 前項の規定による利用承認又は会員登録の取消しによる利用者の損害について、利用者の負
担とし、鳥取県及び岡山県はこれを負わないものとする。 

 



第４章 共通事項 
 
（指示） 
第２２条 会長は、センターの適正な運営を図るため必要があると認めるときは、利用者に対し
必要な措置を命じ、又は指示をすることができる。 

 
（賠償責任） 
第２３条 利用者は、故意又は重大な過失によりセンターの建物、設備、備品及び什器等を損傷
又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。   
 

（雑則） 
第２４条 他の規則又はこの要綱に定めるもののほか、センターの利用について必要な事項は、
会長が別に定める。 

 

 

附 則 

 

（施行期日） 

第１条 この要綱は、平成２６年７月１８日から施行する。 

 

（経過措置） 

第２条 この要綱の施行の日前に、鳥取県東京ビジネスオフィス利用要綱（平成２１年８月１８
日鳥取県商工労働部長通知）により、長期ブースの利用の承認又は短期ブース及び商談室の利
用の登録を受けた者及び鳥取県技術人材バンクについては、この要綱による長期ブースの利用
の承認又は短期ブース及びミーティングルームの利用の登録を受けた者とみなす。 

２ 前項の場合において、鳥取県東京ビジネスオフィス利用要綱に基づき、長期ブースを利用し、
又は短期ブース及び商談室の利用の登録を受けた期間については、この要綱に基づく長期ブー
スの利用又は短期ブース及びミーティングルームの利用の登録の期間に通算するものとする。 

３ 岡山県知事の内申に係る長期ブースの利用については、平成２６年１０月１日からとする。 

４ 岡山県内に本店又は主たる事務所を置く企業等で、平成２６年１０月１日から長期ブースの
利用を希望する者は、第１０条第１項の規定にかかわらず、平成２６年８月２０日までに同項
の利用申請書を提出するものとする。 



様式第１号（第１０条関係） 
 

鳥取県・岡山県共同アンテナショップビジネスセンター 

レンタルブース利用申込書（１月以上の長期利用者）  

 
年  月  日 

 
 鳥取県・岡山県共同アンテナショップ運営協議会会長     様 
 
                    郵 便 番 号       
                    所 在 地       
                申込者 企 業 名       
                    代表者職氏名                                印 
                    電 話 番 号       
 
 次のとおり鳥取県・岡山県共同アンテナショップビジネスセンターのレンタルブースを利用し
たいので、鳥取県・岡山県共同アンテナショップビジネスセンター利用要綱第１０条第１項の規
定に基づき申請します。 
 なお、利用に当たっては、鳥取県・岡山県共同アンテナショップビジネスセンター利用要綱等
関係規程を遵守します。 
 

 
 

利 用 の 目 的        
（事業内容）        
 
 

 
 
 
 
 
 

利用開始希望日 平成  年  月  日 

利用終了予定日 平成  年  月  日 

 
 
利 
用 
者 
 

 
利用責任者 
 

 
（氏  名） 
 

 
そ の 他 の      
利 用 者 
 

 
（氏  名） 
 
 

 
(注) 利用終了予定年月日は、利用開始希望日の属する年度の３月３１日までの日とすること。 
 
  添付書類：１会社概要書 
       ２県税、市町村税完納証明書 
       ３商業登記簿謄本 
 
  
    提 出 先：公益財団法人岡山県産業振興財団経営支援部中小企業支援課 



様式第３号（第１３条関係） 
 

鳥取県・岡山県共同アンテナショップビジネスセンター 

利用期間延長申請書 

                   （レンタルブース長期利用者用） 

 
年  月  日 

 
 鳥取県・岡山県共同アンテナショップ運営協議会会長     様 
 
                    郵 便 番 号       
                    所 在 地       
                申込者 企 業 名       
                    代表者職氏名                               印 
                    電 話 番 号       
 
 鳥取県・岡山県共同アンテナショップビジネスセンターの利用期間の延長をしたいので、鳥取
県・岡山県共同アンテナショップビジネスセンター利用要綱第１３条第１項の規定に基づき次の
とおり申請します。 
 

 
 
  当 初 利 用 開 始 年 月 日              
 

 
 
 
 

 
 
 当初利用終了予定年月日              
 

 
 
 
 

 
 今 回 延 長 申 請 後              
 利 用 終 了 予 定 年 月 日 *              
 

 
 
 

利 用 限 度 年 月 日   

 
 
  利 用 延 長 の 理 由              
 
 

 
 
 
 
 

(注) 今回延長申請後利用終了予定年月日は、延長して利用しようとする初日の属する年度の３
月３１日までの日とすること。ただし、この日までに利用限度年月日が到来する場合は、利
用限度年月日までの日とすること。 

 
 
   提 出 先：公益財団法人岡山県産業振興財団経営支援部中小企業支援課 
 



様式第４号（第１５条関係） 
 
 

鳥取県・岡山県共同アンテナショップビジネスセンター 

利用中止事前届出書 

                     （長期ブース利用者用） 

 
年  月  日 

 
 鳥取県・岡山県共同アンテナショップ運営協議会会長     様 
 
                     郵 便 番 号       
                     所 在 地       
                 申込者 企 業 名       
                     代表者職氏名                              印 
                     電 話 番 号       
 
 
 鳥取県・岡山県共同アンテナショップビジネスセンターの利用契約満了日前において、長期ブ
ースの利用を取りやめたいので、鳥取県・岡山県共同アンテナショップビジネスセンター利用要
綱第１５条第１項の規定に基づき、次のとおり届け出ます。 
 
 

当初利用開始年月日                  年   月   日 

現利用契約開始年月日                          年   月   日  

 
現利用契約満了年月日          

 
                年   月   日 
 

 
利用施設及び数量          

 

 
    長期ブース   ブース数（   ） 
 

 
退 去 予 定 年 月 日          

 

 
         年   月   日   
 

 
 

入居中の利用者に          
よる原形変更等         

実 施 の 有 無          
 

 
        有  ・  無      (該当に○) 
 
 内 容（                     ） 
 
  原状回復実施完了予定日（             ） 

 
 

退去の理由 
 

 
 
 
 
 

    
  (注) 利用を中止しようとする月の前々月末日までに提出すること。 
 
    提出先：鳥取県・岡山県共同アンテナショップ運営協議会



様式第５号（第１６条関係） 
 

鳥取県・岡山県共同アンテナショップビジネスセンター 

短期利用会員登録申請書 

 
                                                       年   月   日 
  
 鳥取県・岡山県共同アンテナショップ運営協議会会長 様 
 
 鳥取県・岡山県共同アンテナショップビジネスセンター短期利用会員の登録をしたいので、利用要
綱第１６条第１項の規定に基づき、次のとおり申請します。 
 
 

企 業 名 
 
代 表 者 名 

 
 
                                印 

団 体 名 
 

所 管 部 署 名 

 
 
                            責任者氏名             印 

所 在 地  電 話  

業 種  担 当 者 名  

       

主 た る 商 品 

 

 

 

Ｅ－ｍａｉｌ 

 

 

資 本 金                円 従 業 者 数         人 

県 外 営 業 所 
      注２ 
 

（有・無） 
 
 

 
 
 
 
 
 
主に利用したい        
施設 
 
 
 
 

 
 
（  ）  レンタルブース(短期利用) 

 
   （利用頻度 年 ・ 月 ・ 週     回） 

 
 
（  ）  ミーティングルーム 

（利用頻度 年 ・ 月 ・ 週     回） 
 

該当○印をお付けください。また、必要事項をご記入ください。 
 

 
注１ 業種・主たる商品・資本金の欄は、申請者が企業等の場合にのみ記入する。 
 ２ 有無を○で囲み、「有」の場合には、所在地を○○県○○市のように記入すること。 
 
  添付書類：会社案内パンフレット(写し）（申請者が企業の場合のみ添付する） 
 
  提出先：鳥取県・岡山県共同アンテナショップ運営協議会 
  



様式第６号（第１７条関係） 
 

鳥取県・岡山県共同アンテナショップビジネスセンター 

レンタルブース利用申込書（１月未満の短期利用者） 

 
年  月  日 

 
 鳥取県・岡山県共同アンテナショップ運営協議会会長  様 
 
 次のとおり鳥取県・岡山県共同アンテナショップビジネスセンターのレンタルブースを利用し
たいので、鳥取県・岡山県共同アンテナショップビジネスセンター利用要綱第１７条第１項の規
定に基づき申し込みます。 
 なお、利用に当たっては、鳥取県・岡山県共同アンテナショップビジネスセンター利用要綱等関

係規程を遵守します。 
 

 
 企  業  名 
   又  は 
 団  体  名 
 

 
 
 
 
 

 
  

利 用 者 等 
 
 

 
   担当者氏名（                     ） 
   部 署 名（                      ） 
    電話番号（                         ） 
 

 
 
 
 
 

利 用 期 間       
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 第一希望   平成  年  月  日   時   分から 
        平成  年  月  日   時   分まで 
 
 第二希望  平成  年  月  日   時   分から 
           平成   年   月   日    時     分まで 
 
 
 

受付使用欄 
 決定した 
 利用期間 

 
（   ） 
 
 
（   ） 
 
 
 
 

 
 利用の目的 
 

 
 
 

 
利用者の人数及び 
氏名 
 

 
 （             ） 名 
 （利用代表者氏名） （                                       ） 
 

 

提出先：鳥取県・岡山県共同アンテナショップ運営協議会 

  ＜受付使用欄＞  受付日：平成  年  月  日  時  分 

 
 
受付者 
 
 
 

 
   
  
 
 
 

 
 
受付可否 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
受付 
回答日 
 
(相手氏名) 
 

 
 
 
 
(   ) 
 

 
変更 
連絡受 
 
（相手氏名） 
 

 
 
 
 
（   ） 
 

 
利用の 
有無 
 

 
 
 
 
 
 

 



様式第７号（第１７条関係） 
 

鳥取県・岡山県共同アンテナショップビジネスセンター 

ミーティングルーム利用申込書 

 
                                                       年   月   日 
 
 鳥取県・岡山県共同アンテナショップ運営協議会会長  様 
 
 鳥取県・岡山県共同アンテナショップビジネスセンター利用要綱第１７条第１項の規定に基づき、
次のとおり利用を申し込みます。 
 

 
 企  業  名 
   又 は 
 団  体  名 
 

 
 
 
 
 

 
  

利 用 者 等 
 
 
 

 
   担当者氏名（                     ） 
   部 署 名（                     ） 

     電話番号    （                     ） 
     利用予定者氏名（             ）他（     ）名 
 

 

 

区        分 

 

 ＊ 該当に○を付けてください。 

 

（  ） （１）ビジネスセンター短期登録会員 

（  ） （２）長期ブース利用者 

 
 
 
 
 
 
 

利 用 期 間       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 第一希望   平成  年  月  日   時   分から 
        平成  年  月  日   時   分まで 
 
 第二希望  平成  年  月  日   時   分から 
        平成  年  月  日   時   分まで 
 
 
 

 
受付使用欄 
 決定した 
 利用期間 
 
 
（   ） 
 
 
（   ） 
 
 
 
 

 
  申込先：鳥取県・岡山県共同アンテナショップ運営協議会 

 
  ＜受付使用欄＞  受付日：平成  年  月  日  時  分 

 
 
受付者 
 
 

 
   
  
 
 

 
 
受付可否 
 
 

 
 
 
 
 

 
受付 
回答日 
 
(相手氏名) 

 
 
 
 
(   ) 

 
変更 
連絡受 
 
（相手氏名） 

 
 
 
 
（   ） 

 
利用の 
有無 
 

 
 
 
 
 

 


